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１ これまでの取組

平成17年10月に旧西脇市と旧黒田庄町が合併し、新「西脇市」が誕生しました。

西脇市では、社会経済情勢の変化等、行政を取り巻く環境変化に対して的確に、かつ効果

的・効率的に対応できる行政経営を定着させるため、平成18年12月に「西脇市行政改革大綱

（以下「旧大綱」という。）」を策定しました。

旧大綱では推進期間を平成18年度から平成22年度の５か年間とし、市民満足度の向上を図

ることを最大目標として掲げ、全庁体制で行政改革に取り組んできました。

また、旧大綱は総務省の示した推進項目を含めることで、総務省が公表を求めた「集中改

革プラン」を兼ねたものとしていました。

２ 旧大綱の検証結果（検証期間：平成18年度～平成21年度）

旧大綱では、71の計画項目を掲げ、それぞれの項目について取り組んできました。推進期

間は平成22年度までですが、第１次改訂に当たり、これまでの取組状況を検証しました。

また、検証結果に基づき、行政改革として不断の取組が必要な事項や、達成状況や取組が

不十分なものについては、西脇市行政改革大綱第１次改訂（以下「大綱」という。）におい

ても継続して取り組んでいきます。

なお、大綱では、旧大綱の計画項目を総合計画の体系に沿った形で整理・再編しているた

め、名称変更した項目、統合した項目があり、新旧の項目名称や項目数は一致しません。

旧大綱の最終的な検証結果は、推進期間が終了した後に、ホームページを通じて公表する

予定です。

⑴ 計画どおり進んだ、計画どおり成果があった項目

ア 継続して取り組むべきもの（29項目）

大綱において取組を継続します。

行政経営システムの構築 財政健全化計画の策定・推進 定員適正化計画の策定・推進

総合計画を基本とした事業等の重点実施 投資的経費の重点化と抑制 経常経費の縮減

業務の可視化とマニュアル化 指定管理者制度の適切な運用 各種講座・教室の民間委託

人材育成基本方針の策定と推進 人事考課制度の導入 ジョブ・ローテーションの確立

スリムで効率的な組織体制の整備 組織の横断的な連携 パブリックコメント制度等の導入

市民主役のふるさとづくりの推進 時差出勤制等の導入 公共施設の開館時間、休館日の見直し

個人情報保護制度の適切な運用 行政手続制度の適切な運用 情報公開制度の適切な運用

市民評価員制度の導入 産業振興と企業誘致対策 市有財産の有効活用による自主財源の確保

有料広告の掲載 医師の確保と高品質な医療の提供 水道事業の経営健全化

下水道事業の公営企業法適用化
（下水道事業の経営健全化） 公共施設の適正配置と有効活用

Ⅰ 西脇市行政改革大綱第１次改訂に当たって
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イ 旧大綱において取組が完了したもの（３項目）

取組が完了したため、大綱では項目を削除します。

公立保育園の民営化 支所機能の統合 情報センター業務の整理・効率化

ウ 行政改革大綱以外の取組として継続するもの（４項目）

取組によって日常業務化していることから、大綱では項目を削除します。

給与の適正化 時間外勤務手当の削減 特殊勤務手当ての見直し

入札・契約手続の適正化

⑵ 成果はあったが計画どおりではなかった、計画より遅れた項目

ア 継続して取り組むべきもの（29項目）

大綱において取組を継続します。

組織目標の設定 事務事業評価の実施 補助金等の見直し

民間委託ガイドラインの作成 ＰＰＰ手法の導入の検討・実施 給食センターの民間委託等の検討

総合受付業務等の充実 自己実現支援制度の充実 管理職のマネジメント能力の向上

地域自治（ローカルガバナンス）の実現 審議会等への公募委員の登用の拡大 審議会等への女性の登用の拡大

各種団体事務局事務の見直し 窓口サービスの改善 接遇の改善

各種公共料金の納付方法等の拡大 情報公開の推進 広報紙の充実

ホームページの充実 市税等収納率の向上対策 受益者負担の適正化

公共工事コストの縮減 病院事業の経営健全化 出資団体等見直し指針の策定

市担当部署の責任の明確化 情報公開の推進（第３セクター） 新公益法人制度への適切な対応

電子自治体の構築 新設施設の適正配置と有効活用

イ 項目を整理するもの（２項目）

大綱推進項目「柔軟でスリムな組織・機構の整備」に包括して取り組むこととして、

項目を削除します。

現場への権限委譲 事務処理の簡素化と迅速化

ウ 項目削除するもの（４項目）

検討の結果、当面は取組の必要がないと判断し、大綱から項目を削除します。

「経営戦略会議」の設置 競争の導入による公共サービスの改革 フラットな組織体制の確立

外部監査制度の導入の検討

３ 旧大綱の成果

旧大綱を補完する計画として、「西脇市財政健全化プラン」と「西脇市定員適正化計画」

を策定し、それぞれの項目や計画に基づく取組を進めてきました。

厳しい財政状況を改善するために、施設の統廃合、職員削減による人件費の抑制、事務事

業の見直し等による歳入の増加と歳出の抑制を進めた結果、平成18年度から平成21年度まで

の期間で、約12億３千万円の効果を生み出すことができました。
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旧大綱策定時の各補完計画に掲げた目標値と平成21年度末の実績値は下記のとおりです。

⑴ 職員数（定員適正化計画）

目標値：平成22年度末 681人

実績値：平成21年度末 653人

⑵ 予算編成後の財政調整基金残高（財政健全化プラン）

目標値：平成23年度予算編成後 10億円以上

実績値：平成22年度予算編成後 22億5,400万円

⑶ 経常収支比率（財政健全化プラン）

目標値：平成22年度決算 90.0％未満

実績値：平成21年度決算 90.0％

⑷ 実質公債費比率（財政健全化プラン）

目標値：平成22年度決算 18.0％未満

実績値：平成21年度決算 14.8％

財政状況を示す指標等はいずれも改善しており平成22年度末の目標達成が見込まれていま

す。

４ 改訂の必要性

旧大綱の策定以降、行政を取り巻く環境は大きく変化しています。

このような環境の変化によって新たに生じる行政課題への対応が必要となっています。ま

た、旧大綱に掲げる計画項目についても旧大綱の推進期間内で完了するもののほか、今後も

引き続き取組が必要なものもあります。

旧大綱の取組により一定の成果はあるものの、長引く不況による税収の減少や、ますます

進む少子高齢化に伴う扶助費の増加等により、西脇市の財政状況は今後も厳しい状況が予想

されます。

そうした中、旧大綱の推進期間は平成22年度で終了しますが、行政改革は不断の取組が必

要であり、改革の歩みをストップするわけにはいきません。今後も、旧大綱の基本姿勢を継

承し、安定した行財政運営が持続できる基盤づくりが必要となっています。

５ 改訂の目的

今、行政改革に求められる事は、安定した財政基盤を築くことはもちろん、行政改革によ

り生み出した経営資源を、総合計画に掲げる重要施策に配分し、「市民起点」によって行政

＜行政を取り巻く環境の変化＞

ア 組織・施設の統廃合や行政サービスの見直しが進展

イ 新たな分野別方針が策定又は策定予定

ウ 国や県の政策・計画変更等の影響による各種計画の見直し
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を「経営」することで市民満足度の向上を図ることです。

そのための方針・方策を示すものとして行政改革大綱を改訂し、職員一丸となって取り組

んでいきます。

６ 推進期間

大綱の推進期間は、平成23年度から平成27年度の５年間とし、合併10年後の行財政の数値

目標を定めるものとします。

行政改革の目的は、市民満足度の向上を最大目標として、常に行政事務を見つめ直し、より

質の高い行政サービスをより低いコストで提供することにあります。旧大綱で定めた基本方針

を根幹的なものと位置付け、大綱でも継承し、今後も引き続き行政改革に取り組んでいきます。

１ 改革の方向

方向１⇒市民起点の効果的な行政経営

きめ細かで質の高い行政サービスを効果的

・効率的に提供するため、市民満足度の向上

を最大の目標とし、成果志向・市民志向に基

づいた「市民起点の行政経営」への転換を図

ります。

社会経済環境の変化に的確に対応し、民間

の経営感覚や発想、視点（市場メカニズム）

を取り入れ、「民間でできることは民間に」

を基本に、行政の担う分野の「選択と集中」

を図ります。また、常にコスト意識を持ち、スピード感があり、市民にとって便利でわか

りやすいサービスを提供することにより、最少の経費で最大の効果をあげることを目指し

ます。

ＰＤＣＡサイクル（Plan＝計画、Do＝実施、 Check＝点検・評価、Action＝改革・改善）

に基づいて常に検証と見直しを行います。その際、ＰＤＣＡサイクルの各過程に市民の意

見を反映することができるシステムを構築するとともに、見直しの過程や成果をホームペ

ージなどの媒体を通じてわかりやすく公表し、説明責任の確保に努めます。

こうした取組を可能とするため、迅速な意思決定ができる簡素で柔軟な組織づくりと、

柔軟な思考や発想を持った意欲ある職員の育成を図ります。

＜総合計画に掲げる目指す姿＞

市民との適切な協働と役割分担の下、成果志向・市民志向に基づいた、市民起点

の行政経営を行う。

Ⅱ 行政改革の基本方針

ＰＤＣＡサイクル

Plan
（計画）

Action
（改善）

Do
（実施）

Check
（点検・評価）
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方向２⇒市民と行政の協働による地域自治

今日、行政への市民ニ

ーズはますます複雑・多

様化していますが、その

一方で、厳しい財政状況

により行政の持つ経営資

源（人、もの、お金）に

は限界が生じており、も

はや行政がすべての公共

的領域を直接担当する、

総合型の行政運営は困難

になっています。

こうした状況に対処し

つつ、今後とも公共的サービス全体を維持・向上させるためには、市民やＮＰＯ、企業と

いった地域に存在する多様な主体が、自らが暮らす地域の課題に対し、行政と対等の立場

に立って、地域経営に積極的に関わりながら解決していく、「地域自治（ローカル・ガバ

ナンス）」の実現が必要です。

本市の地域特性やまちづくりの方向性を踏まえながら、「市民の担う役割」「行政の担

う役割」と責任の所在を明らかにし、行政は「補完性の原則」の下、「行政が実施すべき

公共分野」を担当することが基本となります。そのため、地域自治のあり方について具体

的に検討するとともに、行政の持つ情報をできる限り地域に提供し、認識を市民と共有す

ることで、お互いの信頼関係の向上と透明性・公平性を確保します。

方向３⇒持続可能な財政運営

旧大綱の取組により、一定の成果があったものの、本市の財政状況は今後も厳しい状況

が予想されます。

支出では、ますます進行する少子高齢社会への対応に加えて、老朽施設の更新や学校園

の耐震化等による負担増が見込まれ、収入では、長引く景気の低迷や生産者人口の減少、

地価の下落等により、市税収入の改善も見込めません。

こうした状況下では、徹底的な事務事業等の見直しによる歳出抑制と収入の確保が喫緊

の課題となっています。そして何よりも、借金の返済を後の世代に先送りしないことが重

要です。

そのため、自主財源の確保に努めながら、「収入を基本とした財政運営」を実現すると

ともに、「選択と集中」による施策の見直しを進め、真に必要な分野に限られた経営資源

を重点的に投入する経営感覚重視の市政運営の確立を図り、持続可能な財政運営を目指し

ます。
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２ 達成目標

推進期間が終わる平成27年度における達成目標を以下のとおり定めます。

・財政調整基金残額 30億円以上（平成27年度決算）

・経常収支比率 90.0％未満（平成27年度決算）

・実質公債費比率 14.0％未満（平成27年度決算）

・職員数 610人（平成27年度当初）

また、総合計画に掲げるまちづくり指標のうち、以下のものについても、西脇市の行政経

営に関する指標であるということを意識し、数値の改善を目指して行財政改革に取り組みま

す。 

＜西脇市総合計画に掲げるまちづくり指標＞

・行政情報・地域情報がわかりやすく提供されており、市民の意向が市政に反映され

ていると感じている市民の割合

・西脇市では、税金が公平・適切に使われていると感じている市民の割合

・市の職員は、市民の声に耳を傾け、仕事に取り組んでおり、信頼できると感じてい

る市民の割合

・市職員の窓口対応に満足している市民の割合

・市役所の窓口サービスは利用しやすいと感じる市民の割合

・総合的にみて、西脇市の行政サービスに満足している市民の割合

・パブリックコメントの実施件数

・ホームページの「市役所へのご意見」受付件数

・市税の現年度徴収率

・実質公債費比率

・市職員数



- 7 -

１ 重点課題

旧大綱では、将来にわたり足腰の強い行財政基盤を確立するため推進期間を「がまんと将

来への準備のとき」と位置付け、「行政経営システムの構築」「財政健全化プランの策定・

推進」「定員適正化計画の策定・推進」を最重点項目として取り組んできました。

その結果、推進期間を１年残した平成21年度末で、約12億円の効果を得ており、改革の方

向の一つである「持続可能な財政運営」の取組は一定の成果をあげています。

他方、「市民起点の効果的な行政経営」や「市民と行政の協働による地域自治」の取組は

十分であったとは言えません。

旧大綱では、最小の経費で最大の行政目的を達成する“行政経営の仕組み”である「行政

経営システム」の構築に取り組み、事務事業評価の実施によって、職員のコスト意識や経営

感覚を高め、事務事業の改善に努めた結果、事務事業が「どれだけ市民のためになるのか、

なったのか」という成果重視の行政活動が定着しつつあります。

しかしながら、事務事業評価の評価体制は、庁内や外部専門家の評価にとどまっており、

市民アンケートによって市民満足度を計測しているとはいえ、市民の声を十分反映している

ものとは言えません。

そのため、事務事業評価の新しい評価の仕組みとして、市民等で構成する外部評価委員会

による評価体制の確立を重点課題とし「市民起点による行政経営」を強力に推進します。

定員適正化計画の推進によって、平成22年度当初において、合併時から86人の職員が減少

しており、さらには、平成27年までに52人もの職員削減が予定されています。

こうした状況の中、ベテラン職員の大量退職により、行政ノウハウの継承が円滑に行われ

ない場合も予想されます。行政改革の最大の目的は、市民満足度の向上にありますが、様々

な知識と経験を持った職員が退職することで、行政サービス水準の低下をもたらし、市民満

足度を低下させてしまうということが懸念されます。

そこで、職員の大量退職が行政運営に支障をきたすことがないように、行政ノウハウの継

承に向けた取組を推進します。

Ⅲ 実施方針

事務事業評価において、市民で構成する第三者評価委員会を設置し、市民起点での

評価を行います。評価に当たっては、事務事業改善の視点に立った方向性と具体的な

改善方策を導き出します。

重点課題①：「市民による評価体制」の確立
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２ 推進項目

基本方針を踏まえ、下記のとおり推進項目を設定します。

⑴ 市民満足度の向上を図る市民起点の行政経営の実現

①行政経営システムの推進

市の最上位計画である総合計画と、予算、人事、行政改革などが連携し、整合が保た

れた行政経営を実現するための仕組みとして「西脇市行政経営システム」を平成21年度

に制度化しています。

これからは、行政経営システムを着実に推進することで、最適な行政サービスを提供

し、成果志向、市民志向に基づいた「市民起点の行政経営」を実現するため、市民で構

成する第三者評価委員会を設置します。

②行政事務の改善と見直し

効果的・効率的な行政経営を推進するため、行政が担う分野の「選択と集中」を進め

るとともに、個々の事務事業についても、改善と見直しにより費用対効果を高めます。

③外部委託等の推進

行政事務の費用対効果を高めるため、「民間にできることは民間に」の考え方を基本

に、行政事務の一部について外部委託などを推進します。

④政策形成への市民参画の推進

市政への市民参画を推進し、市民の意向を反映するため、パブリックコメントや市民

意識調査などを実施します。

⑤情報公開制度と個人情報保護制度の適切な運用

従来から実施している情報公開制度や個人情報保護制度の適切な運用を図ります。

⑥市民と行政の協働

補完性の原則に基づき、市民と行政の役割と責任領域を明確にし、相互に連携・分担

することで、公共サービスを提供します。

業務の標準化、共有化を進め、職員が変わっても業務遂行がスムーズに行えるよ

うにするため、業務の手順等を明らかにしたマニュアル、業務フローを作成し、行

政ノウハウの継承に努めます。

マニュアル作成に当たっては、市民起点で業務の再点検を行うことで、最適な業

務のあり方を検討するとともに、職員の熟練度に応じた使い勝手の良いものとなる

よう様々な角度からの検証を行います。

また、明確化した業務の中で、外部委託に適したものについては、積極的な外部

委託を推進します。

重点課題②：「行政ノウハウ継承」の取組
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⑵ 持続可能な行財政運営の確立

①財政健全化プランの推進

将来にわたり安定した財政運営基盤を確立するため、具体的な改善項目や数値目標を

盛り込んだ財政健全化プランに基づいた取組を進め、収入を基本とした予算編成を可能

とする健全化に取り組みます。

②自主財源の確保

収入を基本とした財政運営を実現するため、商工業の振興や企業誘致を進め市税の増

収に努めるとともに、未収金対策に取り組みます。

また、受益者負担の公平性の観点から、使用料・手数料の見直しを行います。

③行政経費の効率的な運用

病院や上下水道事業の経営健全化を進め、行政事務の執行にかかわるコストの削減と

効率化に努めます。

また、出資団体等の健全な運営に向けた取組を推進します。

④公共施設の適正配置と有効活用

市民ニーズの変化、維持管理経費の増大、施設の老朽化等の課題に対応するため、財

政事情や市民ニーズなどを考慮しながら、公共施設の統合整備や有効活用を図ります。

⑤柔軟でスリムな組織・機構の整備

職員数の減少と多様化する行政課題に迅速かつ柔軟に対応するため、組織・機構を見

直します。

⑶ 職員の能力を最大限に発揮した市政運営の推進

①定員適正化計画の推進

これまでの取組により、当初の目標を大幅に上回るペースで職員数の削減が進みまし

た。 
その半面、若年齢層が極端に薄い職員構成となり、ひずみが生じています。また、大

綱の推進期間中には、第２次大量退職の時期を迎え、行政ノウハウの伝承などに影響が

懸念されるようになりました。そこで、それらの課題解決に向けて、平成21年度に定員

適正化計画を見直しています。

今後は、外部委託の推進や多様な雇用形態の活用、組織機構の見直しなどによる定員

のさらなる適正化やコスト削減を図る一方で、急激な職員減少によるマイナスの影響を

最小限にとどめながら定員適正化計画を推進します。

②将来の西脇市を担う人材の育成・能力の向上

市民との協働によるまちづくりに取り組み、多様な地域課題に対応できる能力と資質

を持つ職員を育成するため、人材育成基本方針に基づいた取組を推進します。

⑷ 快適で利便性の高い窓口サービスの提供

①窓口サービスの向上

窓口サービスにおける市民の利便性と満足度を一層高めていくため、個人情報の保護
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に十分配慮しながら、迅速かつ正確で、きめ細かな応対を心がけるとともに、市民にわ

かりやすく、利用しやすい窓口づくりに努め、市民サービスの向上を図ります。

②適切な市民相談業務の実施

法律相談や人権相談など市民生活に関する各種相談業務については、内容の充実や見

直しを進めるとともに、わかりやすく、丁寧な対応に努め、市民満足度の向上を図りま

す。

１ 推進体制

大綱に基づく取組を着実に実施するため、行政改革推進本部を中心とする全庁体制で臨み

ます。

推進本部は、補完計画の策定・推進方策等についても検討・調整を行います。

市民の理解と協力を得ながら行政改革を推進する観点から、市民の代表等で構成する行政

改革推進委員会に進ちょく状況を報告し、意見・提言を求めます。

２ 実施計画

大綱に掲げる推進項目に基づく具体的な取組を示した実施計画を策定し、計画的かつ集中

的に推進します。

３ 進行管理

大綱、実施計画及び補完計画の各取組の実施状況については、行政改革推進本部に報告し、

検討・調整を加えるとともに、各職場においてもＰＤＣＡサイクルに基づき絶えず点検・評

価を行い、継続的な取組につなげます。

大綱、実施計画及び補完計画に掲げる項目は、社会経済情勢の変化等に応じて適宜必要な

見直しを行い、計画の見直しや取組結果については、ホームページ等を通じて随時、市民に

公表します。

Ⅳ 推進方法



西脇市行政改革大綱第１次改訂 実施計画（案）

【推進項目】

１ 市民満足度の向上を図る市民起点の行政経営の実現

実施年度
計画項目 計画内容

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27
所管課

⑴ 行政経営システム
の推進

経営システム
進

市の最上位計画である総合計画

と、予算編成、目標管理、行政改革

などが連携し、整合が保たれた行政

経営を実現するための仕組み「西脇

市行政経営システム」を着実に推進 行政経営室

第三者評価機関

検討・設置

第三者評価機関による評価実施

①行政
の推
することで、最適な行政サービスを

提供し、成果志向、市民志向に基づ
システム見直し
いた「市民起点の行政経営」を実現

する。

⑵ 行政事務の改善と
見直し

主要事業は基本計画に掲載し、計
行動計画による進行管理
①総合計画を基本と
した事業等の重点
実施

画内容の変更等について総合計画審

議会等の審議を受けるシステムによ

り、計画行政を確立する。

また、市民評価による満足度調査

を併せて実施し、市民満足度の検証

を行う。

企画政策課

務事業評価による事務事業の継
行政経営室

後期基本計画

の策定

後期基本計画

の実践

まちづくり市民アンケート

事務事業評価の実施と

事務事業の見直し

②事務事業評価の実 事
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施 続的な見直しを行う。 

③補助金等の見直し

「補助金等に関する基本指針」に

基づき、補助金等の見直しを行う。

すべての補助金等について、その目

的、効果、市の責任範囲等を検証し、

廃止、縮小、統合を行う。 

関係課

財政課

④業務の可視化とマ
ニュアル化

業務の可視化、マニュアル化によ

る業務の標準化・最適化を図り、不

透明な業務や非効率な業務の流れを

改善することで、住民サービスの質

と業務効率の向上を実現する。

また、業務を可視化することで、

外部委託の検討にも活用する。

行政経営室

全課

⑤投資的経費の重点
化

「選択と集中」の考え方を基本に

事業の優先付けを行い、効果的で重

点的な投資を進める。

財政課

関係課

⑥経常経費の縮減

コピー使用料、郵便料金、事務用

品購入費などの縮減について、積極

的な縮減を図る。

全課

マニュアルの作成・活用

財政健全化プランの推進

補助金交付規程の整備・見直し

補助金の必要性等の検証

事務用品購入方法の改善

割引制度の活用等による経費の縮減



実施年度
計画項目 計画内容

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27
所管課

⑶ 外部委託等の推進

「外部委託ガイドライン」に基づ
ガイドライン策定 
①外部委託等の推進

き、職員が直接実施するよりも、民

間のノウハウや経営資源を活用する

ことで、サービスの維持向上、効率

化、経費の縮減等につながるものに

行政経営室

全課
ガイドラインに基づく委託の推進
ついては、積極的に外部委託を推進

する。

「指定管理者制度運用指針」に基

づき、今後、指定管理者の指定に当
指針見直し
制度の

たっては公募を基本とする。そのた

め、既に指定を行っている施設につ

いては、毎年度の実績を評価・検証

するとともに、公募の条件整理や選
行政経営室【指定管理導入施設】

公募・非公募の検討

②指定管理者

適切な運用

定方法の検討等を行う。また、現在

で管理している施設については、

ト・バリュー（最も価値のある

関係課

【直営施設】

指定管理者制度の適用検討
直営

ベス
サービスの提供）の観点から、今後

のあり方の方向性を出す。 

③

新たな公共施設を整備する場合は、

多様な手法を活用した効率的・効果

的で高品質な公共サービスを提供す

るＰＦＩを始めとしたＰＰＰ（パブ 行政経営室

⑷
参

①

②

③

④

公共施設整備時に

必要に応じて検討

ＰＰＰ手法の導入

の検討・実施 リック〔公〕・プライベート

〔民〕・パートナーシップ）の手法

による事業の可能性を検討・実施す

る。 

関係課

政策形成への市民
画の推進

市民の市政への参画を推進するた

市政の基本的な計画、条例等を パブリックコメントの実施
め、

パブリックコメン
ト制度の推進

立案する過程で事前に素案を公表し、

市民から意見を求めるパブリックコ

メント制度を推進する。

情報政策課

関係課

市民意識調査の実
施

市民の市政の参画を推進するため、

様々な方策を活用してアンケート調

査等を実施する。

企画政策課

審議
委員

市民意思の反映、開かれた市政の

推進のため、各種審議会や委員会の 関係課

審
委員

・自治基本条例

・環境基本計画 など

まちづくり市民アンケートの実施

公募の推進

会等への公募

の登用の拡大

委員等について公募を推進する。

女性の参画、女性の意見の市政へ

の反映を推進するため、各種審議会
生涯学習課登用促進の啓発
議会等への女性
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の登用の拡大 や委員会の委員等について、女性委

員登用率の向上を図る。 



実施年度
計画項目 計画内容

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27
所管課

公開基準の作成

行政活動への理解を得るため、

「公開基準」に基づき、積極的な情
秘書広報課

全課公開基準に基づく情報提供

⑤情報公開の推進
報提供を行う。 

⑥

市民が知りたい情報、関心のある

記事の的確な把握・掲載に努め、市 秘書広報課

⑦

⑸
人
切

①

②

③

⑹

積極的な情報掲載
広報紙の充実

政に関する情報の提供を積極的に行

う。 
全課

掲載内容の充実を図るとともに、 情報政策課掲載基準の作成

ホームページの充

く、使いやすいページになる 秘書広報課
掲載基準に基づく情報掲載
実

見やす
ように絶えず見直しを行う。 全課

情報公開制度と個
情報保護制度の適
な運用

行政 適
切な

市が行う行政処分、行政指導及び

届出に関する手続の基準を明確にす

情報
切な

個人
の適

市民

実現

適正運用
手続制度の

運用

ることにより、公正の確保と透明性

の向上を図り、市政の適正かつ円滑

な運営を図る。 

総務課

適

市の保有する情報の提供及び公文

書の開示を請求できる権利を明確に 適正運用
公開制度の

運用 することにより、公正で開かれた市

政の推進を図る。 

総務課

度

市の保有する個人情報の開示、訂

正及び利用停止を請求する権利を明 適正運用
情報保護制

切な運用 らかにすることにより、市政の適正

かつ円滑な運営を図る。 

総務課

と行政の協働

行政が高度・多様化する市民ニー

ズや行政課題のすべてに対応してい

くことは、量的・質的に困難となっ

ているため、市民、地域コミュニテ

体、ＮＰО、企業などの様々な
まちづくり課

地区まちづくり計画の実践

①地域自治（ローカ
ルガバナンス）の ィ団
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活動主体が、行政と対等な立場で相

互に連携・分担しながら様々な課題

を解決するローカル・ガバナンスの

実現を目指す。 

全課



実施年度
計画項目 計画内容

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27
所管課

これまでの「市役所主導のまちづ

くり」から、市民と行政が、まちづ

のパートナーとして協働する

民主役のふるさと運営」を進め

め、「地区からのまちづく 全課

地区からのまちづくり

地域に根ざした福祉システムづくり

地域教育力の向上 の推進

自治基本条例の制定
②市民主役のふるさ
とづくりの推進

くり

「市

るた
り」、「地域に根ざした福祉システ

ムづくり」、「地域教育力の向上」

を重点目標に、その舞台づくりや仕

組みづくりに取り組む。 
各種団体の事務局事務について、

体の自立、市民と行政の協働の視

２

⑴

⑵

自主運営率向上への取組

ＮＰＯ等の育成支援
③各種団体事務局事 団
務の見直し 点から、団体が自主的に行うよう取

組を進める。

関係課

持続可能な行財政運営の確立

実施年度
計画項目 計画内容

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27
所管課

財政健全化プラン
の推進

財政基盤強化のための具体的な改

善項目や数値目標を盛り込んだ財政

健全化プランに基づいた取組を進
財政健全化プランの推進
①財政健全化プラン
の推進

め、収入を基本とした予算編成を可

能とする健全化に取り組む。

【目標値】

財政調整基金残高 30億円以上
財政課

中期経営計画の作成・見直し
（平成27年度決算）

経常収支比率 90.0％未満

（平成27年度決算）

実質公債費比率 14.0％未満

（平成27年度決算）

自主財源の確保

存商工業の活性化対策、新規立
商工労政課商工業の活性化と企業誘致の推進
①商工業振興と企業 既
誘致対策 地企業の誘致を積極的に推進する。

市税、貸付金をはじめ各種公共料
未収金対策チームの運営
②市税等収納率の向
金等の未収入金対策について、目標

定、進行管理、対応策の検討、情
行政経営室

関係課未収金対策の強化
上対策
設

報の共有化など、効率的・横断的な

未収金対策に取り組む。

受益者負担の公平性の観点から、

使用料・手数料等の全面的な見直し 見直し基準の作成
- 14 -

③受益者負担の適正
化

を行う。

また、定期的な見直しを行う仕組

みをつくり、受益と負担の適正化を

確保する。

行政経営室

関係課
基準に基づく使用料・手数

料等の適正化



実施年度
計画項目 計画内容

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27
所管課

未利用市有地・遊休地について、

⑶

未利用市有地の有効活用

④市有財産の有効活

財源

売却・貸付などの有効活用を図る。

公金については、安全性及び流動

性を十分考慮した資金管理計画を策

財政課

会計課
公金の効率的な運用
用による自主
の確保
定し、計画に基づいた効率的で有利

な資金運用に努める。

⑤有料広告の掲載

広報紙、ホームページ、公用車、

公共施設等への企業広告など、行政

が保有する資源を広告媒体として活
関係課

⑥

な

①

②

④

⑤

既存媒体の活用
用し、財源の確保に努める。

ふるさと寄附の推進等の取組を進
企画政策課

新規媒体への拡大

ふるさと寄附の推進
自主財源の確保に

向けた取組の推進 め、財源の確保に努める。

行政経費の効率的
運用

縮減

公共工事において、工事コストだ

けでなく、工事の時間的コスト、ラ

イフサイクルコスト、社会的コスト

の低減等、総合的なコスト縮減に取

り組むことにより、効率的な事業展

開を図る。 

関係課

患者サービスの向上に努めるとと

もに、改革プランに基づき、より一
第三者評価機関に

よる評価実施

効率的な事業展開
病院事業の経営健
層計画性の高い企業経営を推進し、

社会経済環境の変化に対応可能な経

営基盤の確立を図る。 

病院総務課

全診療科の医師確保に引き続き取
医師確保に向けた取組の推進

評価反映
③医師の確保と高品

質な医療の提供

り組む。また、高品質で安心感のあ

る医療の安定した提供を図る。 
病院総務課

り一層計画性の高い企業経営を 中期経営計画に基づく取組の推進
よ
道事業の経
推進するため、中期経営計画に基づ

公表
上下水
公共工事コストの
全化
営健全化
き、経営計画・経営目標の設定やコ

スト縮減、料金の適正化、水洗化率

の向上等、経営基盤の強化を図る。

管理課

出資団体等の健全
な運営の推進

指定管理者制度の導入や公益法人

制度改革など、出資団体等を取り巻

く環境が大きく変化する中、団体等

の健全な運営のため、経営状況や資

産債務の状況を把握するとともに、

団体等が行うサービスの意義、採算

性、事業手法等についても客観的な

行政経営室

関係課

次期中期経営計画策定

情報公開の推進

点検評価の実施
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点検評価を行う。 
また、団体等が自ら積極的に分か

りやすい情報公開を行うよう指導す

る。 



実施年度
計画項目 計画内容

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27
所管課

の適切な対応

公益法人制度改革に伴う新制度へ

の対応について、移行期間内での円

滑な移行に向けて指導を行う。 

長寿福祉課

生活環境課

商工労政課

生涯学習課

電子化、ネットワーク利用による

行政情報の活用を進め、庁内活動を
クラウドコンピュー

ティング研究 導入準備・導入

新制度への適切な対応

移行期限：Ｈ25年11月末
⑦電子自治体の構築

活性化させるとともに、行政内部の

効果にとどまることなく、電子化し

情報を開示活用した市民ニー

情報政策課

西脇市版電子自治体（仮称）の研究

た行政
⑥新公益法人制度へ
ズに応える新たな行政サービスの展

開を進める。

⑷ 公共施設の適正配
置と有効活用

①公共
置と

市民ニーズの変化、管理運営費の

増大、施設の老朽化等の課題に対応

した施設のあり方や方向性、利用率

の向上対策等を検討するため、市民

②新設
置と

⑸ 柔軟
織・機

能型
断型
り）

②組織
携

検討・実施
施設の適正配
有効活用

の理解を得ながら整備・活用、統廃

合を進める。

また、合併により重複、必要性・

効率性が低くなった公共施設につい

ては統廃合や機能転換などを検証し、

再編を図る。 

行政経営室

関係課

配

新たな施設の建設や取得、老朽化

等による施設の更新は、市民ニーズ

や緊急性・必要性等の観点、維持管
関係課

検討・実施
施設の適正

有効活用

理費の見地などからも、総合的かつ

慎重に検討を行い、施設の重点化や

他の施設との役割分担の明確化を市

民の理解を得た上で実施する。

財政課

でスリムな組
構の整備

多様化する行政課題に柔軟かつ迅

に対応する、スリムで効率的な組
部内流動体制の運用と

組織の見直し
①スリムで効率的な
組織体制の整備(機 速
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・分権型・横
の組織づく 織体制を整備し、市民の利便性の向

上を図る。

総務課

の横断的な連

新しい行政課題や複数の課にまた

がる行政課題に的確に対応するため、

プロジェクトチームの活用等、組織

の連携に取り組む。 

関係課
必要に応じたプロジェクト

チームの設置



３ 職員の能力を最大限に発揮した市政運営の推進

実施年度
計画項目 計画内容

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27
所管課

⑴ 定員適正化計画の
推進

外部委託の推進や多様な雇用形態

の活用、組織機構の見直しなどによ

員のさらなる適正化やコスト削 定員適正化計画の推進
る定
①定員適正化計画の
推進

減を図る一方で、急激な職員減少に

よるマイナスの影響を最小限にとど

めながら定員適正化計画を推進す

る。

【目標値】

平成23年４月１日職員数 654人

平成27年４月１日職員数 610人

（参考：平成17年４月１日職員数

748人）

総務課

⑵ 将来の西脇市を担
う人材の育成・能力
の向上

①人材育成基本方針
の推進

人材育成基本方針に基づき、独創

性や柔軟性に富む職員を養成する。
総務課

②人
進

能力評価及び目標管理による実績

評価の制度により、人材育成、意識 総務課

③ジ
ショ

④自
の

⑤管
ント

改訂

自己啓発支援強化

ＯＪＴの推進

新たな研修制度の確立など

検証・見直し

事考課制度の推
の向上、任用・給与等に活用する。

ョブ・ロ
ンの確

能力育成期に性質の異なる職場を

定期的に異動し、バランスよく経験

己実現支

理
能力の

運用

制度化
ーテン
立

することにより、職員の視野や知識、

技術を幅広く深めるとともに、能力

開発と適性の発見を推進する。

総務課

援制度

自分にあったやりがいのある仕事

を求める職員に組織が順応すること

により、自己実現を支援し、能力を 総務課

ポストチャレンジ制度

公募制度

研究 試行実施・検証
充実

最大限活用できる体制づくりを推進

する。

管理職のマネジメント能力の向上

を図り、戦略の立案、組織と人材の
総務課検討・実施
職のマネジメ
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向上 活用を円滑にするため、昇任試験制

度や立候補制度等を検討する。



４ 快適で利便性の高い窓口サービスの提供

実施年度
計画項目 計画内容

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27
所管課

⑴ 窓口サービスの向
上

①ワンス サー
ビスの実現

市民の利便性を高めるため、窓口

開設時間の延長、休日の開設、ワン

ストップサービスの実施等を検討す

る。

また、各種申請書や届出書等の押

印の廃止や省略、書類の記載事項の

簡略化等に取り組む。

市民課

税務課

関係課

管理監督職を含め接遇研修をより

プロジェクトチームに

よる検討

接遇研修・派遣研修の実施

実施
②接遇の改善 一層充実させ、市民対応の改善を図

る。

総務課

制等の推
市民起点の行政サービスを提供す

総務課

⑵

適正運用

③時差出勤

進

るため、時差出勤など、多様な勤務

体系の運用を図る。
関係課

④公共 時
間、
し

市民起点の行政サービスを提供す

るため、公共施設の開館時間・休館

⑤各種
付方

適
務の

① 適
業務

検討・実施

施設の開館

休館日の見直

日を見直し、利用しやすい施設づく

りを行う。

関係課

納
市税をはじめとする各種公共料金

行政経営室
公共料金の

法

切な
実施

の

トップ
等の拡大
の納付方法の拡大について、調査・

研究する。
関係課

市民相談業

談

各種相談業務については、内容の

充実や見直しを進めるとともに、わ

検討・実施
切な市民相
- 18 -

実施 かりやすく、丁寧な対応に努め、市

民満足度の向上を図る。 

関係課検討・実施


